
大切なお知らせ 

4月 7日の国の緊急事態宣言発令、および日本産科婦人科学会、日本産婦人

科医会、日本産婦人科感染症学会の三学会による、「帰省分娩と分娩付添い

を推奨しない」との声明を受け、 

4月 9日から当分の間、全ての方に対して、 

分娩室へのご家族の入室・立会いは、ご遠慮いただくことと致しました。 

分娩室は、閉鎖空間で産婦さんとご家族、医療スタッフが濃厚接触するため、 

現況を鑑みて感染拡大を回避するために、やむを得ない対策とご理解ください。 

◆ 分娩経過観察中の陣痛室では、ご家族の方は成人 2 名までお付添いただけますが、 

県外からのご家族の来院は原則としてご遠慮ください。 

◆ 引き続き、お子様の来院はご遠慮いただくようお願いいたします。 
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